
～
創
刊
に
あ
た
っ
て
～

　
私
は
、
議
長
就
任
当
初
か
ら
県
民

の
皆
さ
ん
に
県
議
会
を
身
近
に
感
じ

て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。
特
に
、
選
挙
権
年
齢
が
18
歳
以

上
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
こ
と
や
、
若

い
世
代
の
投
票
率
が
低
い
状
況
な
ど

か
ら
、
若
い
皆
さ
ん
に
県
議
会
に
関

心
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
重
要
だ

と
考
え
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
県
議
会
で
は
、
県
議

会
議
員
と
若
い
皆
さ
ん
が
率
直
に
意

見
を
交
わ
す
「
生
徒
・
学
生
と
の
意

見
交
換
会
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
加
え
て
、
こ
の
た
び
若
い
皆

さ
ん
を
対
象
に
県
議
会
を
紹
介
す
る

広
報
紙
「
県
議
会
ナ
ビ
」
を
発
行
す

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
皆
さ
ん
の
県

議
会
に
対
す
る
関
心
と
政
治
へ
の
参

加
意
識
が
よ
り
一
層
高
ま
る
こ
と
を

期
待
し
て
い
ま
す
。

山形県議会広報紙

県 議 会 ナ ビ

第31代　議　長
野　川　政　文

＜ナビゲーション１＞
　What’s 県議会?

＜ナビゲーション３＞
　意見交換会開催中！

＜ナビゲーション２＞
　選挙権年齢18歳以上に

（２ページへ）

（４ページへ）

（３ページへ）

　山形県議会はどんなところ？
私たちの生活とどんな関係があ
るの？

　私たちと同世代の人たちは、
何を考えているの？どんな意見
を持っているの？

　私たちの将来は誰が決めるの？
　私たちの将来のために、大切な
１票を投じましょう！

創刊号／平成28年10月発行

　　県議会ナビ 平成28年１０月発行１



最上郡　定数２

新庄市　定数２

尾花沢市・北村山郡 定数１

村山市　定数１

寒河江市　定数２

酒田市・飽海郡　定数５

東田川郡　定数１

鶴岡市　定数５

西村山郡　定数２

長井市　定数１

西置賜郡　定数１

東置賜郡　定数２

米沢市　定数３

東根市　定数２

天童市　定数２

東村山郡　定数１

山形市　定数９

上山市　定数１

南陽市　定数１

～県議会のしくみ～

選挙区と
議員定数

～県議会の仕事～

　

県
議
会
は
、
選
挙
に
よ
っ

て
選
ば
れ
た
県
議
会
議
員
が

県
民
の
生
活
を
よ
り
良
く
す

る
た
め
の
し
く
み
や
仕
事
に

つ
い
て
話
し
合
い
、
山
形
県

の
将
来
を
決
め
る
と
こ
ろ
で

す
。

　

ま
た
、
同
じ
く
選
挙
に

よ
っ
て
選
ば
れ
る
知
事
と
の

関
係
は
、
ど
ち
ら
も
住
民
代

表
（
二
元
代
表
制
）
と
し
て
、

協
力
、
牽
制
の
関
係
に
あ
り

ま
す
。

　全議員で話し合い、
議会の最終的な意思
を決定します。
　議長は、会議を運
営し、対外的に議会
を代表します。

県 民

知

事

県
議
会

選挙 選挙

議案の議決

議案の提出

議会運営
委 員 会

県 議 会

議長・副議長

本 会 議

常 任
委 員 会

特 別
委 員 会

　山形県を19の選挙
区に分け、それぞれ
の代表として県議会
議員を選挙で選びま
す。議員の定数は44
名で、それぞれの選
挙区ごとの定数は右
図のとおりです。

県 議 会 ホ ー ム
ページで議員を
紹介しています。

県
議
会
の
意
義

本　会　議

　本会議で決めなければならない議案等について、
以下の委員会に分かれて、詳しく調べて話し合います。
○議会運営委員会
　会期や日程その他議会運営に必要な事項を協議・
審査します。
○常任委員会
　常設の６つの委員会があり、私達の生活に関わ
る農林水産や商工労働観光、建設などの各分野に
ついて、専門的に調査・審査します。
○特別委員会
　予算特別委員会のほか、社会情勢の変化に応じ、
今後の政策決定に係る重要な事項を調査・審査し
ます。

委　員　会

　条例を制定・改廃するほか、予算を定めたり、
決算を認定するなど、法令で定められている重要
な事柄を決定します。

議　　決

　議長、副議長などを選挙します。また、副知事、
教育委員など重要な地位につく人を知事が任命す
る場合には、議会の同意が必要です。

選挙と同意

　県の仕事が正しく計画どおりに行われているか
について、調査・検査します。

調査と検査

　県民のためになる意見書を政府等に提出したり、
国政・県政上の課題について決議します。

意見書の提出・決議

　県民から提出された要望を審査し、県政に反映
させるようにします。

請願・陳情の審査

県議会ナビ 平成28年１０月発行 ２



　選挙管理委員会では、学校などに出向いての出前講座を行っています。出前講
座では、選挙の講義と、本物と同じ素材の投票用紙と本物の投票箱などを使った
模擬投票を行います。
◆出前講座の主な感想
　○政治参加の目的や、若者の選挙への参加の大切さが分かった。
　○模擬投票を体験して雰囲気を感じることができた。
　○クイズ形式で楽しく学ぶことができたし、実際に投票して
　　みて選挙への興味がわいた。

選 挙 運 動 Q & A

◆
選
挙
権
と
は

　

選
挙
権
を
持
つ
と
、
私
た
ち
の

国
や
地
域
の
代
表
者
を
選
挙
で
選

ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
私
た
ち
の

税
金
を
ど
う
使
う
か
を
決
め
る
の

は
、
選
挙
で
選
ば
れ
た
私
た
ち
の

代
表
者
で
す
。

　

そ
の
た
め
、
選
挙
で
は
し
っ
か

り
し
た
考
え
を
持
つ
候
補
者
を
選

ぶ
こ
と
が
大
切
で
す
。

◆
選
挙
権
年
齢
が
18
歳
以
上
に

　

今
年
７
月
の
第
24
回
参
議
院
選

挙
か
ら
選
挙
権
年
齢
が
18
歳
以
上

に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
で
き
る

だ
け
多
く
の
若
い
人
が
政
治
に
参

加
す
る
こ
と
で
、
多
様
な
意
見
を

持
つ
人
々
の
意
思
が
政
治
に
反
映

さ
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
ま
た
、

若
い
人
の
考
え
方
が
政
治
に
反
映

し
や
す
く
な
っ
て
、
若
い
人
の
生

活
や
就
職
に
資
す
る
よ
う
な
政
策

の
実
現
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
す
。

◆
世
界
の
選
挙
権
年
齢

　

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
の
１
９
１
の
国

や
地
域
の
９
割
以
上
で
、
18
歳
ま

で
に
選
挙
権
が
認
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
先
般
、
公
職
選
挙
法
が
改
正

選
挙
権
年
齢
が
18
歳
以
上
に
引
下
げ

さ
れ
る
ま
で
は
、
先
進
国
の
中
で

選
挙
権
年
齢
が
20
歳
以
上
な
の
は
、

日
本
だ
け
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

◆
若
者
が
投
票
に
行
か
な
い
と
…

　

少
子
高
齢
化
に
よ
り
、
若
い
世

代
の
投
票
率
は
相
対
的
に
低
い
傾

向
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
20

歳
代
の
投
票
率
は
他
の
年
代
の
投

票
率
に
比
べ
て
さ
ら
に
低
く
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
若

い
世
代
の
声
が
政
治
に
十
分
反
映

さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

◆
参
議
院
選
挙
か
ら

　

７
月
の
参
議
院
選
挙
で
は
、
10

歳
代
の
投
票
率
が
高
く
な
り
ま
し

た
。

　

若
い
世

代
の
皆
さ

ん
は
、
投

票
を
通
じ

て
、
日
本

や
山
形
県

の
将
来
を

決
め
る
政

治
に
ぜ
ひ

参
加
し
て

く
だ
さ
い
。

まだ18歳になっていないけど、
選挙運動をしてもいいの？

食事をおごってもらって、投票
をお願いされたんだけど…

〜 選 挙 啓 発 出 前 講 座 の 取 組 み 〜

ＳＮＳやツイッターで選挙運動
をやってもいいの？

選挙のお手伝いのアルバイトを
してもいいの？

18歳未満は一切の選挙運動が
できません。選挙運動をすると
違法行為になります。

投票に関する利益供与の申込みは、
買収となり違法となります。その申
出に同意しても違法となります。

ＳＮＳやツイッターなどウェブに
よる選挙運動は原則自由ですが、
電子メールでの投票依頼などの選
挙運動は、政党などの一部の政治
団体や候補者しかできません。

選挙運動で報酬をもらうことは原則
できません。電話かけやビラ配りは、
選挙運動となるため、報酬をもらう
と買収となり違法です。

　進学や就職で引っ
越す場合は、住民票
を異動して現住所地
で投票しましょう！

住民票を
移そう！

選挙のめいすい（明推）くん

18.19歳30

40

50

60

70

80

90
第24回参院選　年齢別投票率（山形県）

20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80歳～

山形県選挙管理委員会　TEL 023-630-2082問合せ先

　　県議会ナビ 平成28年１０月発行３



意見交換会の概要
　県議会では、高校生・大学生等の若者が県議会
を身近に感じ、また、政治への参加意識を高める
きっかけとなるよう、「生徒・学生との意見交
換会」を学校等の希望を踏まえ、開催しています。

意見交換会の実施状況（10月末時点）
　５月10日　日本大学山形高等学校
　５月26日　米沢商業高等学校
　６月14日　山形市立商業高等学校
　７月13日　山本学園高等学校
　７月21日　新庄神室産業高等学校
　９月６日　米沢東高等学校
　９月９日　山形盲学校
　９月13日　新庄南高等学校
　９月28日　専門学校山形Ｖ.カレッジ
　10月17日　鶴岡東高等学校
　10月25日　保健医療大学
　10月27日　山形南高等学校

今後の意見交換会の開催予定
　11月４日　東北公益文科大学
　11月15日　九里学園高等学校
　11月28日　農林大学校

　
本
紙
の
作
成
に
あ

た
っ
て
は
、
分
か
り

や
す
さ
、
読
み
や
す

さ
を
大
切
に
し
ま
し

た
。
ま
た
、
山
形
大

学
の
イ
ン
タ
ー
ン

シ
ッ
プ
実
習
生
に
も

協
力
し
て
も
ら
い
、

若
い
方
々
の
視
点
を

取
り
入
れ
ま
し
た
。

　
本
紙
が
、
若
い
皆

さ
ん
が
県
議
会
を
身

近
に
感
じ
、
ま
た
、

政
治
へ
の
参
加
意
識

を
高
め
る
き
っ
か
け

に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

（
編
集
）

広
報
・
広
聴
委
員
会

編
集
後
記

米沢商業高等学校生徒との意見交換会の様子

意見交換会での主な話題
○若者が政治に関心を持つために、また、若者

の投票率を上げるために、どんな取組みをし
ているのか。

○県外に就職・進学した人を呼び戻すためにど
んな取組みをしているのか。

○増加する非正規雇用者や、女性が働きやすい
環境づくりのために、どんな対策を講じてい
るのか。

○奥羽・羽越新幹線の実現に向けて、どんな取
組みをしているのか。

○新庄・最上地域と仙台をより短時間で結ぶ新
たな交通機関をつくってほしい。

意見交換会の主な感想
○議員との対話は、貴重な経験となった。
○議員が、質問に対して分かりやすく丁寧に答

えてくれた。
○政治について理解することができ、政治に関

心を持つことができた。
○18歳選挙権について考えることができた。
○議員は山形県をより良くするために努力して

いるということが伝わった。

イラスト
山形大学３年 金田耕哉さん

県議会ホームページ 県議会を傍聴しませんか

生徒・学生との意見交換会を開催しています

　議会のしくみや議員の名簿、議会の様々な活動
や日程などを紹介しています。
　また、本会議や予算特別委員会の生中継、録画
配信を見ることができ、会議録の検索もできます。
　ぜひ、ご利用ください。

　県議会の本会議や委員会は公開されており、ど
なたでも傍聴することができます。
　傍聴を希望される方は、当日、簡単な手続きを
するだけで、入場できます。
　ぜひ、県議会議事堂にお越しください。

http://www.pref.yamagata.jp/assembly/ TEL０２３－６３０－２８４０問合せ先

編集発行
山形県議会

〒990-8570
山形市松波2-8-1
TEL 023-630-2845

山形県議会 検 索

山本学園高等学校生徒との意見交換会の様子

県議会ナビ 平成28年１０月発行 ４


